
独立監査人の監査報告書 

令和８年４月 23日 

信州うえだ農業協同組合 

理事会 御中 

み の り 監 査 法 人 

東 京 都 港 区 

指 定 社 員 
公認会計士 乗 松 敏 隆  

業務執行社員 

  

＜計算書類等監査＞ 

監査意見 

当監査法人は、農業協同組合法第 37 条の２第３項の規定に基づき、信州うえだ農業協

同組合の令和７年３月１日から令和８年２月 28 日までの第 32 期事業年度の剰余金処分

案を除く計算書類等、すなわち貸借対照表、損益計算書及び注記表並びにその附属明細

書（以下、これらの監査の対象書類を「計算書類等」という。）について監査を行った。 

当監査法人は、上記の計算書類等が、農業協同組合法及び同施行規則並びに我が国に

おいて一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算書類等に係る期間

の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監

査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定

に従って、組合から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書、部門別損益計算書並びに子会社

の貸借対照表・損益計算書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す

ることにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用

における理事の職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の計算書類等の監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、

当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の

過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識

との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に

その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断

した場合には、その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

計算書類等に対する経営者及び監事の責任 

経営者の責任は、農業協同組合法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥

当と認められる会計の慣行に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。

これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続組合の前提に基づき計算書類等を作

成することが適切であるかどうかを評価し、農業協同組合法及び同施行規則並びに我が

国において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に基づいて継続組合に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視す

ることにある。 

 

計算書類等の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正

又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告

書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、

不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用

者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の

過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施

する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査

人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので

はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立

案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ

れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続組合を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、

また、入手した監査証拠に基づき、継続組合の前提に重要な疑義を生じさせるような

事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続組合の

前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の
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注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項

が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ

ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、組合は継続組合として存続できなくなる可能性がある。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、農業協同組合法及び同施行規則並びに我が国に

おいて一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠しているかどうかとともに、関

連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識

別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら

れているその他の事項について報告を行う。 

 

＜剰余金処分案に対する意見＞ 

剰余金処分案に対する監査意見 

当監査法人は、農業協同組合法第 37条の２第３項の規定に基づき、信州うえだ農業協

同組合の令和７年３月１日から令和８年２月 28日までの第 32期事業年度の剰余金処分

案（剰余金処分案に対する注記を含む。以下同じ。）について監査を行った。 

当監査法人は、上記の剰余金処分案が法令又は定款に適合しているものと認める。 

    

剰余金処分案に対する経営者及び監事の責任 

経営者の責任は、法令又は定款に適合した剰余金処分案を作成することにある。 

監事の責任は、剰余金処分案作成における理事の職務の執行を監視することにある。 

 

剰余金処分案に対する監査における監査人の責任 

監査人の責任は、剰余金処分案が法令又は定款に適合して作成されているかについて

意見を表明することにある。 

 

利害関係 

組合と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。 

 

以  上 
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（本報告書は謄本に相違ない）

監 査 報 告 書

監査の実施状況

監　査　期　日 監　査　対　象
監査従事延人員
監事 補助員 計

令和７年８月25日～令和７年９月19日 令和７年度 上期期中監査 7 7 14
令和７年８月29日～令和７年８月31日 令和７年度 仮決算棚卸監査 7 3 10
令和７年10月７日～令和７年10月17日 令和７年度 仮決算監査 48 18 66
令和８年１月15日～令和８年２月24日 令和７年度 下期期中監査 5 5 10
令和８年３月23日～令和８年４月15日 令和７年度 決算監査 39 18 57
令和８年４月１日～令和８年４月１日 みのり監査法人との面談 6 0 6

　私たち監事は、令和７年３月１日から令和８年２月28日までの第32期事業年度における理事の職務の
執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容
　　各監事は、当組合の監事監査規程に準拠し、他の監事と意思疎通及び情報の交換を図るほか、監査
の方針、監査計画等に従い、理事、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及
び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本所及び主要な事業所において業
務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社等については、子会社等の取締役及び監査
役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社等から事業の報告を受けました。
②　事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス
テム）について、理事及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、
必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（農協法
施行規則第151条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従っ
て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書並びに計算書類（貸借対照
表、損益計算書、注記表及び剰余金処分案）及びその附属明細書について検討いたしました。

２　監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、組合の状況を正しく示しているものと
認めます。
②　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。
③　内部統制システムに関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　会計監査人（みのり監査法人）の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
� 以　上
　　令和８年４月30日

� 信州うえだ農業協同組合

代 表 監 事　　　髙　橋　一　嘉　　印　　　　　監　　　　事　　　小　林　晴　夫　　印
代表監事代理　　　湯　本　　　豊　　印　　　　　監　　　　事　　　松　﨑　　　篤　　印
常 勤 監 事　　　峯　村　高　弘　　印　　　　　監　　　　事　　　黒　澤　清　治　　印

� 注　常勤監事 峯村高弘は農協法第30条第14項に定める員外監事です。
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� （単位：千円）

区　　　　分 計 信　　用
事　　業

共　　済
事　　業

農業関連
事　　業

生活その他
事　　　業

営　　農
指導事業

共　　通
管理費等

事業収益 ① 9,669,710 3,348,185 1,208,807 4,134,228 938,801 39,687

事業費用 ② 5,107,863 968,111 76,627 3,326,050 664,825 72,249

事業総利益（①－②）③ 4,561,846 2,380,074 1,132,179 808,178 273,976 △ 32,561
事業管理費
（うち減価償却費⑤）
（うち人件費　　⑤’）

④
3,999,925
（257,661

（2,834,458
）
）

1,560,526
（81,146

（1,000,599
）
）

774,380
（18,492
（629,942

）
）

1,063,692
（136,674
（738,121

）
）

350,684
（16,413
（252,895

）
）

250,641
（4,934

（212,899
）
）

※うち共通管理費
（うち減価償却費⑦）
（うち人件費　　⑦’）

⑥
387,494
（8,276

（181,742
）
）

161,345
（3,445
（75,674

）
）

209,967
（4,484
（98,478

）
）

69,220
（1,478
（32,465

）
）

29,507
（630

（13,839
）
）

△ 857,534
（△ 18,315
（△ 402,200

）
）

事業利益（③－④） ⑧ 561,921 819,547 357,798 △ 255,514 △ 76,707 △ 283,202
事業外収益 ⑨ 514,577 268,717 78,638 107,094 45,727 14,398

※うち共通分 ⑩ 188,716 78,577 102,257 33,711 14,370 △ 417,633
事業外費用 ⑪ 205,824 92,465 37,036 48,754 20,558 7,009

※うち共通分 ⑫ 88,344 36,784 47,870 15,781 6,727 △ 195,508
経常利益（⑧＋⑨－⑪） ⑬ 870,674 995,799 399,401 △ 197,173 △ 51,538 △ 275,813
特別利益 ⑭ 3,174 561 326 2,276 10 －

※うち共通分 ⑮ － － － － － －

特別損失 ⑯ 12,361 4,987 2,393 2,823 97 2,058

※うち共通分 ⑰ 160 66 87 28 12 △ 355
税引前当期利益
（⑬＋⑭－⑯） ⑱ 861,486 991,372 397,333 △ 197,720 △ 51,625 △ 277,872

営農指導事業分配賦額 ⑲ 71,721 34,061 163,461 8,627 △ 277,872
営農指導事業分配賦後
税引前当期利益（⑱－⑲） ⑳ 861,486 919,650 363,271 △ 361,182 △ 60,253

※⑥、⑩、⑫、⑮、⑰は、各事業に直課できない部分

【部門別損益計算書の注記】
１　共通管理費等及び営農指導事業の他部門への配賦基準等
　⑴　共通管理費等　「人頭割（１／３）＋人件費を除いた事業管理費割（１／３）＋事業総利益割（１／３）」
　⑵　営農指導事業　「農業関連事業配賦（１／２）＋事業総利益割（１／２）」

２　配賦割合（１の配賦基準で算出した配賦の割合）� （単位：％）

区　　　分 信　　用
事　　業

共　　済
事　　業

農業関連
事　　業

生活その他
事　　　業

営　　農
指導事業 計

共通管理費等 45.2 18.8 24.5 8.1 3.4 100.0

営農指導事業 25.8 12.3 58.8 3.1 100.0

部門別損益計算書 第32期事業年度（令和７年３月１日から令和８年２月28日まで）
報
告
事
項
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参考資料　子会社の貸借対照表・損益計算書

株式会社ジェイエイサービス

貸　借　対　照　表
令和８年２月28日現在

（単位：千円）

資　　　産　　　の　　　部 負　　　債　　　の　　　部

科　　　　目 金　　　　額 科　　　　目 金　　　　額

流動資産 流動負債

現金及び預金 189,205 買掛金 208,455

売掛金 234,941 前受金 306

貸倒引当金 △ 3,453 未払金 112,740

商品及び製品 98,021 未払費用 30,732

その他流動資産 8,319 賞与引当金 15,288

未払法人税 1,874

流動資産合計 527,034 流動負債合計 369,397

固定資産 固定負債

（有形固定資産） 退職給付引当金 78,454

建物 196,979 固定負債合計 78,454

建物附属設備 98,182 負 債 合 計 447,852

構築物 48,191 純　資　産　の　部

機械及び装置 3,148 株主資本

車両及び運搬具 129,857 資本金 90,000

工具、器具及び備品 138,071 利益剰余金 112,880

減価償却累計額 △ 490,832 利益準備金 22,500

（投資その他の資産） 当期未処分剰余金 90,380

関係会社出資金 100 （うち繰越利益剰余金） （86,661）

（うち当期純利益） （3,719）

固定資産合計 123,699 純資産合計 202,880

資 産 合 計 650,733 負債及び純資産合計 650,733

　注　金額単位は千円とし、端数は切り捨て。科目別の合計値はそれぞれの合計欄の金額と一致しない。
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損　益　計　算　書
令和７年３月１日から令和８年２月28日まで

（単位：千円）

科　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　　　　　額
売上高 2,910,539
売上原価 2,246,914
売上総利益金額 663,625
販売費及び一般管理費 648,031
営業利益金額 15,593
受取利息 398
受取出資配当 4
雑収入 1,404
営業外収益 1,806
雑損失 8,822
営業外費用 8,822
経常利益金額 8,577
固定資産処分損 0
特別損失 0
税引前当期純利益金額 8,577
法人税・住民税及び事業税 5,400
法人税等修正額 △ 541
当期純利益金額 3,719

　注　金額単位は千円とし、端数は切り捨て。科目別の合計値はそれぞれの合計欄の金額と一致しない。

株主資本等変動計算書
令和７年３月１日から令和８年２月28日まで

（単位：千円）

資 本 金
利　益　剰　余　金

株主資本
合　　計 純資産合計

利益準備金 繰越利益
剰 余 金

利益剰余金
合　　　計

前期末残高 90,000 22,500 97,461 119,961 209,961 209,961
当期変動額
剰余金の配当 － － △ 10,800 △ 10,800 △ 10,800 △ 10,800
剰余金の配当に伴う
利益準備金の積立て － － － － － －

当期純利益 － － 3,719 3,719 3,719 3,719
当期変動額合計 － － △ 7,080 △ 7,080 △ 7,080 △ 7,080
当期末残高 90,000 22,500 90,380 112,880 202,880 202,880
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有限会社信州うえだファーム

貸　借　対　照　表
令和８年２月28日現在

（単位：千円）

資　　　産　　　の　　　部 負　　　債　　　の　　　部

科　　　　目 金　　　　額 科　　　　目 金　　　　額

流動資産 流動負債

現金及び預金 18,053 買掛金 16,396

商品及び製品 27,788 短期借入金 2,127

その他流動資産 8,108 未払金 8,340

未払費用 3,339

その他流動負債 2,159

未払法人税等 618

流動資産合計 53,950 流動負債合計 32,981

固定資産 負 債 合 計 32,981

（有形固定資産） 純　資　産　の　部

建物 2,421 株主資本

構築物 21,134 資本金 36,200

機械及び装置 33,339 利益剰余金 5,646

車両及び運搬具 1,568 利益準備金 300

工具、器具及び備品 17,754 繰越利益剰余金 5,346

生物 10,686 （うち当期純利益） （299）

減価償却累計額 △ 69,107

（投資その他の資産）

出資金 3,080

固定資産合計 20,876 純資産合計 41,846

資 産 合 計 74,827 負債及び純資産合計 74,827

　注　金額単位は千円とし、端数は切り捨て。科目別の合計値はそれぞれの合計欄の金額と一致しない。
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株主資本等変動計算書
令和７年３月１日から令和８年２月28日まで

（単位：千円）

資 本 金
利　益　剰　余　金

株主資本
合　　計 純資産合計

利益準備金 繰越利益
剰 余 金

利益剰余金
合　　　計

前期末残高 36,200 300 5,047 5,347 41,547 41,547
当期変動額
剰余金の配当 － － － － － －
剰余金の配当に伴う
利益準備金の積立て － － － － － －

当期純利益 － － 299 299 299 299
当期変動額合計 － － 299 299 299 299
当期末残高 36,200 300 5,346 5,646 41,846 41,846

損　益　計　算　書
令和７年３月１日から令和８年２月28日まで

（単位：千円）

科　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　　　　　額
売上高 218,351
売上原価 160,250
売上総利益金額 58,101
販売費及び一般管理費 69,716
営業損失金額 11,615
助成金 2,826
雑収入 12,118
営業外収益 14,944
支払利息 196
雑損失 0
営業外費用 196
経常利益金額 3,132
特別利益 1,607
特別損失 3,540
税引前当期純利益金額 1,199
法人税・住民税及び事業税 899
当期純利益金額 299

　注　金額単位は千円とし、端数は切り捨て。科目別の合計値はそれぞれの合計欄の金額と一致しない。
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株式会社オートパル信州うえだ

貸　借　対　照　表
令和８年２月28日現在

（単位：千円）

資　　　産　　　の　　　部 負　　　債　　　の　　　部

科　　　　目 金　　　　額 科　　　　目 金　　　　額

流動資産 流動負債

現金及び預金 136,026 買掛金 30,307

売掛金 59,846 未払金 30,862

商品及び製品 6,075 前受金 1,241

その他流動資産 1,722 仮受金 860

未払費用 3,674

賞与引当金 3,519

未払法人税等 649

流動資産合計 203,670 流動負債合計 71,115

固定資産 固定負債

　 退職給付引当金 65,770

固定負債合計 65,770

負 債 合 計 136,886

純　資　産　の　部

株主資本

資本金 80,000

利益剰余金 46,399

（投資その他の資産） 繰越利益剰余金 46,399

退職等一時金勘定 59,615 （うち当期純利益） （2,454）

固定資産合計 59,615 純資産合計 126,399

資 産 合 計 263,286 負債及び純資産合計 263,286

　注　金額単位は千円とし、端数は切り捨て。科目別の合計値はそれぞれの合計欄の金額と一致しない。

協同のあゆみ72



損　益　計　算　書
令和７年３月１日から令和８年２月28日まで

（単位：千円）

科　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　　　　　額
売上高 638,980
売上原価 412,979
売上総利益金額 226,001
販売費及び一般管理費 221,985
営業利益金額 4,016
受取利息 172
雑収入 1,671
営業外収益 1,843
雑損失 2,922
営業外費用 2,922
経常利益金額 2,937
税引前当期純利益金額 2,937
法人税・住民税及び事業税 483
当期純利益金額 2,454

　注　金額単位は千円とし、端数は切り捨て。科目別の合計値はそれぞれの合計欄の金額と一致しない。

株主資本等変動計算書
令和７年３月１日から令和８年２月28日まで

（単位：千円）

資 本 金
利　益　剰　余　金

株主資本合計 純資産合計繰越利益
剰 余 金

利益剰余金
合　　　計

前期末残高 80,000 43,945 43,945 123,945 123,945
当期変動額
剰余金の配当 － － － － －
剰余金の配当に伴う
利益準備金の積立て － － － － －

当期純利益 － 2,454 2,454 2,454 2,454
当期変動額合計 － 2,454 2,454 2,454 2,454
当期末残高 80,000 46,399 46,399 126,399 126,399
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